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食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
食
品
関
連
事
業
者
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産

省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
令
第
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
の
原
則
）

（
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
実
施
の
原
則
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

食
品
関
連
事
業
者
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生

２

食
品
関
連
事
業
者
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生

利
用
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ

利
用
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

ろ
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
認
め

に
よ
ら
な
い
こ
と
が
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

食
品
循
環
資
源
の
全
部
又
は
一
部
の
う
ち
、
再
生
利
用
を
実
施
す
る
こ
と

二

食
品
循
環
資
源
の
全
部
又
は
一
部
の
う
ち
、
再
生
利
用
を
実
施
す
る
こ
と
が

が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
肥
飼
料
等
の
需
給
状
況
を
勘
案
し
て
、
可

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
定
肥
飼
料
等
の
需
給
状
況
を
勘
案
し
て
、
可
能

能
な
限
り
再
生
利
用
を
実
施
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
飼
料
の
原
材

な
限
り
再
生
利
用
を
実
施
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
飼
料
の
原
材
料

料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
飼
料
の
原

と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
飼
料
の
原

材
料
と
し
て
利
用
し
、
飼
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
。

の
で
あ
っ
て
肥
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て

は
可
能
な
限
り
肥
料
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
再
生
利
用
に
係
る
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
の
基
準
）

（
再
生
利
用
に
係
る
特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
の
基
準
）

第
七
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

食
品
関
連
事
業
者
は
、第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
飼
料
の
製
造
を
行
う
と
き
は
、

３

食
品
関
連
事
業
者
は
、第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
飼
料
の
製
造
を
行
う
と
き
は
、

そ
の
製
造
す
る
飼
料
に
つ
い
て
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

そ
の
製
造
す
る
飼
料
に
つ
い
て
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ

全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
並
び
に
こ
れ
ら

り
定
め
ら
れ
た
基
準
及
び
規
格
に
適
合
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
及
び
規
格
に
適
合
さ
せ
る
も
の
と
す

る
。

４

（
略
）

４

（
略
）


